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はじ めに

「 終活」 と いう 言葉が生まれ、 多く の人がそれを知るよう になり まし た。

ですが、「 終活」 と いう 言葉から 思い浮かべるこ と は、 人それぞれ異なるよう です。

　

葬儀の事前予約、 お墓の購入、 遺言書の作成、 身の回り や持ち物の整理と いっ た

旅立ちの時やその後のこ と を「 生前に準備するこ と 」、

延命治療や緩和ケアなど受ける医療や、

介護が必要になっ たり 認知症になっ た時のこ と を決めておく など

こ れから を「 安心し て過ごすために備えるこ と 」、

そし て、 趣味や旅行、 家族や友人と の時間を楽し むなど、

残り の人生を「 自分ら し く 充実し て生き るこ と 」、

高齢期に行う べき様々なこ と が包括さ れて、「 終活」 と 呼ばれています。

　

誰も が必ず向き 合う 、 生老病死。

人間は歳を取り 、 衰えていき 、 最後には旅立ちを迎えます。

いま「 旅立ちのその瞬間に立っ ている」 と 、 想像し てみてく ださ い。

そし て、 そこ から 「 いまのあなた」 を振り 返っ てみてく ださ い。

やっ ておき たいこ と 、 やっ ておかなければいけないと 思う こ と はあり ますか？

それを実際にやっ ておく こ と を、 私たちは「 終活」 と 呼んでいます。

終活、 それはこ れから も 自分ら し く 生き るための大切な一歩

終 活
を 考え よ う



2

やっておきたいこと 、やら なければいけないと 思う こと はあるけれど、何から 手をつければ

いいか分から ない。いつから 始めればいいのか分から ない。

それが終活の一番の難し さ です。

こ れまでの歩みやいま置かれている 環境は一人一人異なること から 、終活として行う べき

具体的な行動も 人それぞれ異なり ます。

だからこそ、このライフノート をあなたの終活のパート ナーとしてく ださ い。

少し だけ背筋を伸ばし 、静かに深呼吸をしてから 、お気に入り のペンを持ち、このノート を開き

まし ょう 。質問への答えを考えながら 埋めていく と 、あなたにとって必要な終活の行動が浮か

んできます。

「 ライフノート は終活の設計図」 。

設計図が完成すれば、あと は情報を得て、行動計画を立て、実践するだけです。

終活に取り 組んだ方は、

「 いろいろなことを 整理できて、気持ちがスッ キリし た」

「『 残り の人生を充実さ せたい』 と いう 活力が湧いてきた」

「 家族に心配をかけずに済みそう で、安心し た」

と お話し さ れます。

終活の目的は、人生の最後まで自分で責任を持つこと と 同時に、一度きり の大切な人生の

残り 時間を豊かに実らせることです。

終活の進めかた

終活の目的
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ラ イ フ ノ ート の

書 き 方
すべての項目を

埋めよう とし なく ても 大丈夫

はじ めのページから取り 組み、

すべてを埋めよう とし なく て構いません。

興味のあるページがあれば

そこから始めたり、考えてもなかなか

埋まらないページは飛ばしてもよいでしょう 。

すべてを一通り書き終える目安を、

３ ヶ月程度と 考えてく ださ い。

このノート を目に留まり やすい場所に置き、

何度も見返し ながら少しずつ

書き進めていきましょう 。

家族に

伝えまし ょう

あらかたを書き終えたら、

家族に保管場所を伝えて内容を伝えましょう 。

いざという 時に家族が困らないよう にすることも 、

終活の大きな目的です。

備忘録のページには、そのための大切な情報が残ります。

家族がいない場合には、

これからのことを託せる人に伝えましょう 。

あなたの人生や考えを伝えることは、

あなたの信頼できる人達とお互いの絆を

より 深めることに繋がります。

そのこと が、これからの豊かな

時間を創ります。

書き変えても

大丈夫

気持ちが変わること は、

もちろんあります。その場合は、

既に書き込んだ箇所に線を引き、

書き直してく ださ い。

線の横に訂正し た日付を

書いておく とよいでし ょう 。

何度か書き直すことで、

気持ちが整理さ れていく ことも

あります。

定期的に

見直し まし ょう

裏表紙には、

名前と 誕生日の欄があります。

毎年の誕生日にこのノ ート を

見返して、情報や気持ちが

変わっていないかを確かめましょう 。

このライフノート は、

あなたの終活の

パート ナーです。
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私のこれまで第1章

終活を考えるにあたり、 まずは自分に向き 合う 時間を持ちまし ょ う 。 誕生からこれまでを

思い出し ながら 、 あなたの一度きり の人生を振り 返ること で、 終活を考えるための入口に

立つこと ができます。

同時に、 家族や周囲の人も「 あなたの歩み」 を 知り たいと 思っているかもし れません。

こ れから 共有する時間を、 あなたはもちろん大切な人にと っても かけがえのないも のと

するために、 まずはあなたをより 深く 理解してもらう こと をこの章が手助けし ます。

誕生日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  年　 　 　 　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 　 　 　 日

両　 親

父（ 氏名・ どんな人だっ たか）

母（ 氏名・ どんな人だっ たか）

時代背景

住んでいた

ところ

こんな

子どもだった

幼い頃の

思い出

出生について
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得意科目

好きだった本・

映画・ 音楽

思い出に残る

出来事

将来の夢

夢中に

なったこと

経験した仕事

この仕事に

就いた

理由・ 背景

仕事をする上で

大切にした

信念・ 価値観

学生時代

仕事のこ と

　 　 　 　 　 自分史

自分のルーツ や半生を 文章にする も の。 書く こ と で 自分自身への理解が深ま り ま す。

あなたの生き た軌跡は大切な人の「 心の教科書」 になる かも し れません。

親の終活のき っ かけづく り と し て、 子ど も から プ レ ゼン ト する ケースも あり ま す。

キ ー ワ ー ド
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子
ど
も

子
ど
も

子
ど
も

子
ど
も

子
ど
も

孫 孫 孫 孫 孫

祖母祖父

父

あなた配偶者

第
一
順
位

子
ど
も
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は

孫
、
ひ
孫
に

配偶者は、
常に相続人になる

書き方

亡く なっ た 人の名前の

横には  　 を記し 、 分か

れば死因も記入しておき

ましょう 。

長寿 花子　
　 脳梗塞

家系図

相続を考えるためにも「 家系図」 を 作成し まし ょ う 。

この表に書き 込んでいく こと で自分の法定相続人が誰なのかを確認できます。

※法定相続人と なるのは配偶者と 血族です。 同じ 順位の人が複数いる場合には全員が

相続人と なります。先順位の人が 1 人でも いる場合は、後順位の人は相続人になれません。
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子
ど
も

子
ど
も

孫 孫

祖母祖父

母

前配偶者

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

お
い
・
め
い

お
い
・
め
い

お
い
・
め
い

第
二
順
位

父母が死亡している

場合は、 祖父母に

第
三
順
位

兄弟姉妹が死亡している

場合は、 おい・ めいに

　 　 　 　 　 家系図の作成

戸籍調査から 依頼し たい、 遡っ てより 詳し い家系図を 作成し て家族に受け継いでおき たい、

と いう 場合には司法書士等に作成を 依頼する必要があり ます。

キ ー ワ ー ド
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フリガナ 　

氏　 名

本籍地

〒

現住所

〒

電話番号

自宅

携帯

メ ール

アド レス

パソ コ ン　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＠

携帯　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＠

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＠

私のいま第2章

基本情報

あなたの身のまわりについて、 記録しておきまし ょう 。

情報を 集めてひと まと めにすること は少し 大変ですが、 完成し た時にはスッ キリし ます。

情報を一元管理することで、 必要なも のと不要なも のがはっきりし 、 不要なも のを解約し

たり 処分し たりと 整理すること もできます。

また、 万が一に備えてあなたの情報を 家族や周囲の人に分かるよう にしておく こと も 、

この章の大きな目的です。

こ のノ ート が盗難さ れたり 悪用さ れたり する 場合に備えて、 銀行やク レ ジッ

ト カ ード など 金融機関、 パソ コ ン や携帯電話など電子機器の「 暗証番号」 は

記載し ないよう にし まし ょ う 。

！
注 意
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■かかりつけ医

病院名 担当科 担当医 電話番号

科

科

科

科

■常用薬

薬　 名 目　 的 薬　 名 目　 的

■持病

病　 名 発症の時期 いまの状態

■既往症

病　 名 治療期間 病　 名 治療期間

■アレルギー

原因物質 症　 状 原因物質 症　 状

■その他（ 緊急時、 医師や救急隊員に知らせたいことなど）

例： 身体の不自由な部分・ ペースメ ーカ ーを入れている

医療情報
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項　 目 記　 号 番　 号 その他

マイナンバー

基礎年金番号

健康保険証

後期高齢者

医療保険証

介護保険証

運転免許証

パスポート

住民票コード

印鑑登録カード

在留カード

■その他

公的情報

も し も に備え 、 医療や公的な カ ード や証書、 電気・ 水道・ ガ ス な ど の生活

イ ン フ ラ の請求書など はま と めておき ま す。

同居し ていない家族などにも 分かる よう に、 保管場所を 記し ておき まし ょ う 。

！
注 意

保存場所
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項　 目 取引先・ 契約番号 金融機関・ 支店・ 口座番号 名義人

電気料金

ガス料金

水道料金

自宅

電話料金

携帯

電話料金

NHK

受信料

クレジット

カード

デジタル

サービス

■その他

毎月の引き 落と し 情報

　 　 　 　 　 死後事務委任

亡く なっ た後の葬儀や納骨、 解約や返納な ど の各種手続き （ 死後事務） を 頼める 人が

周囲にいない場合に、 生前に弁護士、 司法書士、 社会福祉士など の第三者に委任し て

おく 方が増えています。

キ ー ワ ー ド
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資産情報

■預貯金

金融機関 支　 店 種　 類 口座番号 名義人

■有価証券

名称や銘柄 金融機関 店　 名 口座番号 名義人

■不動産

種　 類 用　 途 所在地 名義人と 持ち分

■保険

保険会社 証券番号 契約者 被保険者 受取人
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■私的年金

名　 称 団　 体 連絡先

■借入金・ ローン

借入目的 借入先 連絡先 借入額 返済方法 完済予定日

■その他

　 　 　 　 　 相続の生前対策

相続税の計算式や生前贈与についての情報を 収集し ま し ょ う 。

不動産については納税資産の確保や空き 家対策なども 重要です。

専門家に相談し てみる のも 良いでし ょ う 。

納税通知書（ 写） など を 添付し ておき ま し ょ う 。

キ ー ワ ー ド

借入金や保証債務など負債も 相続の対象と なり ま す。

相続人のために必ず書いておき ま し ょ う 。
！

注 意
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ペッ ト 当てはまるも のには◯を、 それ以外はご記入く ださ い。

種　 類・ 名　 前 登録番号 生年月日 性 別 ワクチン接種

犬・ 猫　 その他（ 　 　 　 　 　 　  ）

名前（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      ）
オス・ メ ス あり   ・    なし

預けられるところ（ 知り 合い、 病院、 ペット ホテルなど） かかり つけの動物病院

ペッ ト の衛生情報 不妊去勢手術 その他

有  ・    無

ペッ ト の食事情報

飼っ て欲し い人の名前 連絡先 その人に同意を得ているか

有  ・    無

種　 類・ 名　 前 登録番号 生年月日 性 別 ワクチン接種

犬・ 猫　 その他（ 　 　 　 　 　 　  ）

名前（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      ）
オス・ メ ス あり   ・    なし

預けられるところ（ 知り 合い、 病院、 ペット ホテルなど） かかり つけの動物病院

ペッ ト の衛生情報 不妊去勢手術 その他

有  ・    無

ペッ ト の食事情報

飼っ て欲し い人の名前 連絡先 その人に同意を得ているか

有  ・    無
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大切なも の

品　 物 保管場所 希望する処分方法 この宝物への思い

　 　 　 　 　 生前整理

人生を 豊かにし てく れた大切なも のや思い出は、 エン ディ ン グに向けてどう 整理すれば

よ いのでし ょ う か。

「 最後まで手元に残すも の」「 受け継ぐ も の」「 処分するも の」 に分け、 リ フ ォ ーム・ 買い

取り ・ 廃棄と いっ た最適な手段を 検討し まし ょ う 。

キ ー ワ ー ド

・ ペッ ト の衛生情報（ ト イ レの場所・ シャ ンプーやト リ ミ ングについてなど）

・ ペッ ト の食事情報（ 内容・ 量・ 時間・ 回数・ 好きな食べ物・ おやつの頻度や内容など）

種　 類・ 名　 前 登録番号 生年月日 性 別 ワクチン接種

犬・ 猫　 その他（ 　 　 　 　 　 　  ）

名前（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      ）
オス・ メ ス あり   ・    なし

預けられるところ（ 知り 合い、 病院、 ペット ホテルなど） かかり つけの動物病院

ペッ ト の衛生情報 不妊去勢手術 その他

有  ・    無

ペッ ト の食事情報

飼っ て欲し い人の名前 連絡先 その人に同意を得ているか

有  ・    無
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　 　 　 　 　 遺言書の作成

遺産を 誰がど う 受け継ぐ か、 生前に決めて おく ための遺言書。 お世話になっ た方への

遺贈や社会貢献団体への寄付も 可能にし ます。

■下記の項目が一つでも 当てはまる 方には遺言書の作成を お勧めし ています。

■遺言書には作り 方や手順がある ので、 注意が必要です。

キ ー ワ ー ド

子ども がいない

財産に不動産など

分けにく いも のが

含まれる

法定相続人の中に

財産を渡し たく ない

人がいる

相続税の

対象と なる額の

財産がある

内縁関係にある

法定相続人以外に

財産を渡し たい

人がいる

財産の一部を

寄付し たい

自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法

遺言者が全文を すべて自筆で書き 、

押印する。 印鑑は認印でも 可。 封入

の必要については規定はない。 代筆

やワープロ、 録音などは不可。

※財産目録のみパソ コ ン・ ワープロ

での作成も 可（ 但し 全ページに署名・

押印が必要）

本人が公証人に口述し 、 公証人が筆

記する。 実印、 印鑑証明、 身元証

明書、 相続人な ど の戸籍謄本、 登

記簿謄本などが必要。

作成場所 問わない （ 原則） 公証役場

公証人 不要 必要

証　 人 不要 2 人以上

署名押印 本人 本人、 公証人、 証人

保管場所 法務局 遺言者が保管 公証役場が原本を保管

費用 必要 0 円 相続財産の額によっ て変動

家庭裁判所の

検認
不要 必要 不要
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キーパーソン

（ 連絡可能な

親族など）

間柄： 　 　 　 　 　 　 名前： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先：

間柄： 　 　 　 　 　 　 名前： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先：

間柄： 　 　 　 　 　 　 名前： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先：

生活の場所

□ 自宅を希望する　 □ 施設を希望する　 □ 「 名前： 　 　    　 　 」 の判断に任せたい

□ その他を希望する

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

介護費用
□ 預貯金や年金など自分の財産から 使っ て欲し い　 □ 保険に加入し ている

□ 特に用意はし ていない　 　 □ その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

財産の管理を

託す場合
間柄： 　 　 　 　 　 　 　 名前： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先：

□ 任意後見契約済・ 委任契約済

あなたの好みや

こだわりたいこと

介護して

く れる人に

伝えたいこと

備　 考

私のこれから第3章

介護について

あなたのこれからについて、 思いと 考えを巡らせまし ょう 。 かけがえのない一度きり の人生

を最後まで自分らしく 歩むために、 残り の時間をどのよう に過ごし 、 何を大切にし たいか

考えてみましょう 。 家族や周囲の人を悩ませないために決めておかなければならないことも

ありますし 、願いも あることでしょう 。 大事なこと は、言葉にして記しておく こと が大切です。

　 　 　 　 　 成年後見制度

成年後見制度と は、 年齢を 重ねて判断能力が低下し た際に、 家庭裁判所も し く は本人に

よ っ て後見人を 選任し て、 自身の財産を 守っ ても ら う 制度です。

キ ー ワ ー ド
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告　 知

□ 病名・ 余命と も に告知を希望する　 　 □ 病名のみ告知を希望する

□ 病名・ 余命と も に告知を希望し ない

□ その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

終末期を

過ごす場所

□ 病院を希望する　 　 □ 自宅を希望する　 　 □ ホスピスを希望する

□ 「 名前： 　 　 　 　 　 　 　 」 の判断に任せたい

□ その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

経口以外での

栄養摂取

□ 点滴による栄養摂取の処置を希望する　 □ 経鼻経管栄養摂取の処置を希望する

□ 胃ろう の処置を希望する　 □ でき る限り 自然に任せて欲し い

□ 判断を任せたい「 名前： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      　（  間柄： 　 　 　 　 　 　 　 ）」

延命治療

□ 回復が難し く ても 延命を希望する　 □ 延命治療は希望し ない

□ 延命より 苦痛緩和を重視し たい

□ 判断を任せたい「 名前： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     （  間柄： 　 　 　 　 　 　 　 ）」

臓器提供・

献体

□ 臓器提供を希望する（ 意思表示カ ード 保管場所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

□ 角膜提供を希望する（ アイ バンク 登録証保管場所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

□ 献体を希望する（ 登録団体： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

□ 臓器提供や献体は希望し ない

備　 考

終末期医療について

　 　 　 　 　 人生会議 (ACP）

人生会議と は、 アド バンス・ ケア・ プラ ンニング（ Advance Care Planning ） の愛称です。

も し も のと き のために、 自分が望む医療やケアについて前も っ て考え、 信頼する人たち

と 話し 合い、 共有する 取組みです。 かかり つけ医や医療チーム、 専門のア ド バイ ザー

から 充分な 説明を 受け、 家族を 含めた話し 合いを 繰り 返し てよ り よ い選択を する こ と

が大切です。

キ ー ワ ー ド
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「 私がこ れから 大切にし ていき たいこ と は

です」
　

残り の人生を豊かにする

■健康に過ごすために

■楽しく 充実して過ごすために

■安心して過ごすために
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■やっておきたいこと

■一緒に過ごし たい人・ 会っておきたい人

■誰かの役に立つために

■その他
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葬儀への考え
□ 多く の人と 盛大に　 　 □ 一般的に　 　 □ 近親者のみでこ じ んまり と

□ し なく てよい　 　 □ 家族の考えに任せたい

喪主を

お願いし たい人 間柄： 　 　 　 　 　 　 　 名前： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先：

葬儀の形式
宗教： 　 □ 仏教　 　 □ キリ スト 教　 　 □ 神式　 　 □ 無宗教

菩提寺や宗教団体　 名称： 　 　 　 　 　 　 所在地： 　 　 　 　 　 　 連絡先：

葬儀の場所
□ 自宅　 　 □ 斎場　 　 □ 火葬場（  式は行わない ）

具体的な希望　 施設名： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先：

葬儀の業者

□ 生前予約をし ている　  　 　（  業者名： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先： 　 　 　 　 　 　 ）

□ 会員になっ ている　 　 　 　  （  業者名： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先： 　 　 　 　 　 　 ）

□ 依頼し て欲し い業者がある （  業者名： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先： 　 　 　 　 　 　 ）

葬儀の費用
□ 私の預貯金を使っ て欲し い　 　 □ 特に用意し ていない

□ 保険・ 共済・ 互助会などに加入し ている　（ 名称： 　 　 　 　 連絡先： 　 　 　 　 　 　 ）

戒　 名
□ 格の高い戒名を希望　 □ 標準的な戒名でよい　 □ 戒名はつけなく てよい

□ すでに戒名を授かっ ている （  戒名： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先： 　 　 　 　 　 　 ）

遺　 影

□ 用意し てある　  （  保管場所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

□ 希望する写真がある     （  具体的に： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 

□ 決めていない

その他の希望

祭壇や飾り つけ・ 音楽・ 一緒に納棺し て欲し いも のなど

会葬礼状・ 参列者へのメ ッ セージ・ 香典や供花についてなど

私のエンディ ング第4 章

葬儀について

誰も が迎える旅立ちの時。 どんな旅立ちがあなたらし いでし ょ う か。 答えはあなたの中に

し かありません。 最期まで、 自分らしく 。

エンディ ングセレ モニーは見送る人にと ってのも のでも あり ます。 遺さ れた家族や周囲の

人たちが、 あなたと のこと を心に刻んで癒やさ れる時が必要になるからです。 あなたの

大切な人たちは、 歩く 途中でもまた、 あなたを必要と すること があるでし ょ う 。 あなたに

逢える場所を用意しておく ことで、 繋がり が続きます。
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■連絡してほし い人

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

名前　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間柄

知ら せたいタ イ ミ ング： 　 □ 入院　 □ 危篤　 □ 通夜・ 葬儀　 □ 葬儀後

　 　 　 　 　 葬儀の事前準備

遺族の約 4 分の 3 は家族が亡く なっ てから 6 時間以内に葬儀社を 決めています。

悲し みの中で充分な情報収集や検討ができ ないまま葬儀を 決めると 、 後悔が残っ てし まう

こ と も 。 事前に意志を伝えておく こ と が大切です。

キ ー ワ ー ド
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お　 墓

お墓を用意し てある場合

墓地名：

所在地：

連絡先： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 契約者名：

石材店：

お墓を用意し ていない場合

□ 新たに購入し てほし い（  □ 一般墓　 □ 永代供養墓　 □ 納骨堂　 □ 樹木葬 ）

□ 散骨し てほし い（  場所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ）

□ 手元供養し てほし い　 □ 家族に任せたい

分　 骨 □ 希望する　 □ 希望し ない

埋葬の費用
□ 私の預貯金を使っ て欲し い　 □ 特に用意し ていない

□ 保険・ 共済などで用意し ている（  名称： 　 　 　 　 　 　 　 　 連絡先： 　 　 　 　 　 　 　 ）

備　 考

仏　 壇
□ 代々の仏壇を守っ てほし い　 □ 新たに用意し てほし い

□ 必要ない　 □ 家族に任せたい

備　 考

お墓・ 埋葬について

仏壇について

　 　 　 　 　 改葬・ 墓じ まい

遺骨を 別のお墓に移す事、お墓を 撤去・ 処分する事です。 都市化や少子化が進み、先祖代々

のお墓を 継承する こ と が難し く な る ケースが増え て き ま し た。 家族構成や生活環境を

踏まえて考えを ま と め、 家族と 相談し ておく こ と が大切です。

キ ー ワ ー ド
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「 興味はある」「 やらなく てはと 思っている」「 でも なかなか手を付けら れなく て」

多く の方が同じ よう なお悩みを抱えています。 ついつい先延ばし にしてし まう のが終活。

ここからは、『 はじ めの一歩』 が踏み出せるよう に、 計画を立てていきまし ょう 。

私の終活プラン第5章

見落と し がちな項目を確認

check 1 出生時の本籍地を知っ ている □ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 2
突然入院するこ と になっ た場合、

頼みごと をする人を決めている
□ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 3
要介護状態になっ た時の

介護の希望をまと めている
□ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 4 延命や終末期医療の希望を記録し ている □ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 5 自分の法定相続人が誰かを知っ ている □ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 6 預貯金口座をすべて把握し ている □ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 7 遺言書を作成し ている □ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 8 葬儀の希望を伝えている □ はい　 　 　 　 □ いいえ

check 9 お墓を用意し ている □ はい　 　 　 　 □ いいえ
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第１章から第４ 章までを書き進め、 あなたの状況、 また考えや想いを整理してきまし た。

その中であなたにとって「 やっておかなければいけないこと 」「 やっておきたいこと 」 は

何だったでし ょう か？

　 　 　 　 　 資産の整理と モノ の整理

遺し ていく も のは「 資産」 と 「 モノ 」 に分かれます。

資産の整理で あれば、 不動産の整理、 生前贈与、 遺言書の作成な ど 。 モ ノ を 最小限に

し ておく ための整理であれば、 受け継ぐ も のと 処分する も のに分けて、 それぞれに最適

な方法を 選択する こ と がおすすめです。

キ ー ワ ー ド
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前項の「 やっておかなければいけないこ と 」「 やっておき たいこ と 」 に取り 組むう えで、

事前にやら なければいけないことを書き出してみまし ょ う

■不足している情報や必要な情報

例： お墓の種類・ 金額を調べる、 法定相続人を知る etc.

■事前に考えなければならないことや決めなければいけないこと

例： お墓の場所・ 種類を決める、 誰に何を相続するか決める etc.

■家族や周囲の人と相談し なければいけないこと
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私の終活設計

取り 組むこ と

事前準備

例： お墓の種類・ 金額を調べる、

　　 法定相続人を知る etc.

例： 資料を請求してお墓の見学に行く 、

　　 行政書士・ 税理士に相談する etc.

はじ めの一歩（ 行動）

いつから

いつから

何を

何を
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自分年表

目
標
年
齢

取
り
組
み
た
い
内
容
・
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
・
や
り
た
い
こ
と

（ 　 　   　 ） 歳　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 　 　   　 ） 歳　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

わ た し 　 の 年 表

いつ何をし たいか取り 組みたいことを未来の年表に書いてみまし ょ う

「 やら なければなら ないこと 」「 やり たいこと 」 も合わせて年表に書いてみまし ょ う
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私
の
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れ
か
ら

私
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

私
の
終
活
プ
ラ
ン

（ 　 　   　 ） 歳　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 　 　   　 ） 歳 エンディ ング

わ た し 　 の 年 表

■書き 方例

目
標
年
齢

取
り
組
み
た
い
内
容
・
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
・
や
り
た
い
こ
と

（  70  ） 歳（   73  ） 歳

孫
と
た
く
さ
ん
遊
ぶ

介
護
施
設
へ
見
学
に
行
く

世
界
遺
産
を
見
に
行
く
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どうしても言葉にできない想い。

照れてし まって伝えら れない感謝の気持ち。

本当は想いを 伝えておきたい人へ、 お手紙を書いておきまし ょ う 。

「 大切なあなたへ」



33

終
活
と
は

私
の
こ
れ
ま
で

私
の
い
ま

私
の
こ
れ
か
ら

私
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

私
の
終
活
プ
ラ
ン



34

どうしても言葉にできない想い。

照れてし まって伝えら れない感謝の気持ち。

本当は想いを 伝えておきたい人へ、 お手紙を書いておきまし ょ う 。

「 大切なあなたへ」



35

終
活
と
は

私
の
こ
れ
ま
で

私
の
い
ま

私
の
こ
れ
か
ら

私
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

私
の
終
活
プ
ラ
ン



36

■行政ご相談先一覧

相談内容 担当窓口 電話番号

高
齢
者

介護保険料

介護サービス

長
寿
福
祉
課

介護保険係 ☎ 0748-69-2165

高齢者サービス関係 高齢者支援係 ☎ 0748-69-2164

成年後見制度

認知症に関すること

介護予防に関すること

高齢者虐待に関する相談　 等

各地域包括支援センター

各地域包括支援

センターまで

P37

障
が
い
者

手帳(身体・ 療育・ 精神)

特別障害者手当
障がい福祉課 ☎ 0748-69-2161

健
康

健康相談

各種検診
すこやか支援課 ☎ 0748-69-2168

保
険
・
年
金

国民健康保険

国民年金

保

険

年

金

課

国保年金係 ☎ 0748-69-2140

後期高齢者医療保険 後期高齢者医療係 ☎ 0748-69-2142

ご
み
・
環
境
保
全

ごみの処分

し 尿汲み取り

消費生活相談

ペット（ 犬・ 猫など）

生活環境課 ☎ 0748-69-2145

戸
籍

死亡届

埋火葬申請・ 許可
市民課 ☎ 0748-69-2137

市
税
・
そ
の
他
手
続
き

市税（ 市県民税・ 国民健康保険税・

軽自動車税） に関すること

125cc以下の原付バイク 等の廃車手

続き・ 名義変更

税
　
務

　
課

市民税係 ☎ 0748-69-2128

市税（ 固定資産税）に関すること

未登記家屋の名義変更
固定資産税係 ☎ 0748-69-2129

住
宅 空き家相談 住宅建築課　 空家対策室 ☎ 0748-69-2214

相談窓口一覧
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■医療・ 福祉・ 介護のご相談はこちらへ

地区 センター名 電話番号

水口地域 水口地域包括支援センター ☎ 0748-65-1170

土山地域 土山地域包括支援センター ☎ 0748-66-1610

甲賀地域 甲賀地域包括支援センター ☎ 0748-88-8136

甲南地域 甲南地域包括支援センター ☎ 0748-86-8034

信楽地域 信楽地域包括支援センター ☎ 0748-82-3180

■不動産・ 遺言のご相談はこちらへ

相談内容 担当窓口 電話番号

不動産

登記手続一般

〔 知っていますか？令和６ 年４ 月か

ら相続登記が義務化さ れまし た〕

大津地方法務局甲賀支局

登記係
☎ 0748-62-0259

遺言

遺言書の保管

〔 預けて安心！家庭裁判所の検

認も 不要です〕

大津地方法務局甲賀支局

総務係
☎ 0748-62-1828
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·  早めに、相続し た土地・ 建物の相続登記をすること がおすすめです。

　 相続の際、相続登記の免税措置も 拡大さ れています。

· 相続の際、遺産分割を早めに済ませること が大切です。

·  法改正以前に所有している相続登記・ 住所などの変更登記が済んでいない

　 不動産についても 、登記が義務化さ れます。

· 問い合わせは、不動産の所在地を 管轄している法務局へお願いいたし ます。

   相 続・ 登記の専門家への相談もご検討く ださ い。

相続で不動産取得を 知った日から 3年以内に申請

し なければなり ません。 正当な理由がなく 義務に

反し た場合、10万円以下の過料の対象と なり ます。

不動産取得を 知った日から 3年以内に申請

反し た場合、10万円以下の過料

   相続登記の申請の流れ

　 戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と 法定相続人の特定

　 遺産分割協議・ 協議書の作成

協議・ 話し 合いによる土地・ 建物の 所有者の確定と その書面化

　 登記申請書の作成

法務局（ 登記所） 提出書類の作成

　 登記申請書の提出

法務局（ 登記所） へ提出

　 登記完了

法務局（ 登記所） から 登記完了証・  登記識別情報通知書の交付

令和6 年

4 月1日から

遺産分割協議によ る相続登記の申請は、 通常、

次のステッ プ①から ステッ プ⑤までの流れで行います。

ステッ プ
①

ステッ プ
②

ステッ プ
③

ステッ プ
④

ステッ プ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが

大きく 変わりまし た。大きく 変わりまし た。

義務に
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広告

広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）
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広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）
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